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国際会計研究の新展開
――先進諸国を対象とした定性的研究を中心として――

潮 﨑 智 美＊

Ⅰ はじめに

国際会計基準委員会（International Accounting Standards Committee: IASC）から国際会計基準
審議会（International Accounting Standards Board: IASB）への組織再編が決定され，各国・地域
の政府や企業において国際会計基準および／または国際財務報告基準（International Accounting
Standards / International Financial Reporting Standards: IAS/IFRS）適用が拡大した 1990 年代後
半以降，国際会計研究において，それまでの研究とは異なる新しいタイプの研究が行われるように
なった。1960 年代後半以降興隆してきた伝統的な国際（財務）会計研究は，典型的には，各国・
地域の会計を記述・比較・分類することで会計モデル間の相違とその原因を解明する研究，IASC
を中心として行われてきた会計基準の国際的調和化を取り扱う研究，国際的に活動する多国籍企業
が抱える会計問題に関する研究といったように，会計の多様性を前提としたものであった。しか
し，21 世紀に入ると，IASB の正統性や IFRS 設定における政治問題を取り扱う研究，各国・地域
における IFRS 適用の現状分析や課題を取り扱う研究，企業の IFRS 適用が及ぼす影響を明らかに
する研究といったように，グローバル・スタンダードの存在を前提としたものへと変化したのであ
る１)。

ここにおいて，IFRS 適用には，グローバル・レベルから IFRS をいかに作成し普及させるかと
いった IASB の側の問題と，リージョナル／ナショナル／ローカル・レベルにおいてグローバル・
スタンダードである IFRS をなぜ，いかに導入するか，IFRS 適用によりいかなる影響が及ぶかと
いった受容側の問題がある。また，なぜ，いかに導入するかという問題はある事象の事前の

（ex-ante）分析であり，いかなる影響が及ぶかという問題は事後の（ex-post）分析，またはある
事象の事前事後の（ex-ante and ex-post）変化の分析である。定量的研究では，事後あるいは事前
事後の変化が主な対象となる。ある事象が起こらない限り，アーカイバル・データを用いた実証研
究はできないからである。それゆえ，なぜ，いかに導入するかという事前の分析については，必然
的に定性的な研究が中心となる。

1990 年代後半以降の IFRS 適用に関する国際会計研究は，任意適用を対象としたものもあれば，
強制適用を対象としたものもあるが，いずれも定量的研究が主流を占める。一方で，概念的・解釈
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1) Nobes（2015）は，現在の国際会計研究の研究カテゴリーを（1）基準設定主体，（2）基準の内容，（3）

IFRS 適用，（4）会計実務，（5）IFRS 導入の会計数値への影響，（6）IFRS 導入に対する市場の反応という
6つに分類している。そのほか，真田（2021），潮﨑（2020）82-83 頁も参照されたい。
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的・歴史的研究や調査研究に基づいた定性的研究も，たしかに一定程度行われてはいる２)。しかし
ながら，定性的研究に基づく先行研究全体のレビューや定量的研究と定性的研究に基づく先行研究
の総合的・包括的検討は十分に行われていない。そうした研究の欠落を埋める必要がある。

IFRS 適用に伴う国際会計研究において中心的に行われてきた定量的研究は EU 証券市場におけ
る IFRS 強制適用の前後から膨大かつ広範に行われており，その研究成果については，多くのレ
ビュー論文においてすでに整理がなされている（Schipper 2005; Soderstrom and Sun 2007; Hail et
al. 2010; Pope and McLeay 2011; Brüggemann et al. 2013, Ahmed et al. 2013; ICAEW 2015; De
George et al. 2016; Samaha et al. 2016; Tsalavoutas et al. 2020; 北川 2010; 加賀谷 2012; スズキ 2012;
中野 2020; 草野 2020 等）。そこでは，IFRS 適用に関わる定量的研究が（1）IFRS 適用が財務報告
の質に及ぼす影響，（2）IFRS 適用が資本市場に及ぼす影響，（3）IFRS 適用が契約に及ぼす影
響などに区分されている。IFRS 適用に関してこれまで行われてきた研究の多くは（1）および

（2）であり，（3）については一定数行われてきてはいるが，さらなる研究の必要性が主張されて
いる。

これらのレビュー論文の重要な結論は，エンフォースメントが強い国において IFRS 適用からポ
ジティブな影響（エフェクト）が生じるというものである（Tsalavoutas et al. 2020, 1）。また，
Christensen et al.（2014）に典型的に示されているように，「IFRS のアドプションと，それと同時
に起こるエンフォースメントの変化との複合効果として資本市場効果が現れる」（大石 2016, 32）
あるいは「IFRS 適用の効果は，IFRS 適用自体の影響と国の制度や企業の報告インセンティブの
影響の結合効果であることから，IFRS 適用の帰結を検証するためには，国の制度や企業の報告イ
ンセンティブの影響を考慮して分析しなければならない」（草野 2020, 15）というものである。つ
まり，IFRS 適用に伴う影響を国際比較した先行研究では，分析対象とした各国・地域の制度的要
因が異なるため，その影響にも各国間で相違があることが明らかになっているのである。

これらの結論においては，会計あるいは会計制度の多様性が前提とされており３)，さらには，各
国・地域の制度や企業のインセンティブが重視されている。つまり，これらの定量的研究は，その
結論の内容を定性的研究の成果に依存する形となっているのである。しかし，具体的に各論者が想
定する制度の構造や構成要素，企業のインセンティブの種類，それらと会計との関係性を捉える概
念的枠組みもまた様々である４)。

2) IFRS 関連の国際会計論文を包括的にレビューした真田（2020）は，近年の国際会計研究の傾向について次の
ように結論づけている：「研究手法により着目してみると，概念的・解釈的・歴史的研究や調査研究といった定
性的研究が一定程度の存在を示す一方で，現在経験的アーカイバル研究を中心とした定量的研究が国際会計研究
の主流となっていることが分かる」（5頁）。

3) 各国・地域の規制機関が IFRS 適用を決定し，会計基準が国際的に統一されてもなお，各国・地域にはなぜ多
様性が存在するのかといったリサーチクエスチョンのためには，会計の多様性の説明要因を明らかにする必要が
あり，このリサーチクエスチョンを追求するには，会計の多様性の定義や現状分析（変化や相違の存在の確定）
を行い，仮説を構築する必要がある。この点について，大石桂一教授（九州大学）にご教示いただいた。

4) 例えば，Soderstrom and Sun（2007）は，会計の質に影響を及ぼす直接的・間接的な諸要因として，法制度・
政治制度，会計基準，インセンティブの形態（資本市場の発展，資本構造，所有，税制）を挙げ，その因果関係
を図式化し，仮説として提示している。そのほか，財務報告の制度的コンテキストを示した Pope and McLeay

（2011），IFRS 適用による会計基準の変化，国の制度や企業の報告インセンティブの差異やその変化の関係性を
図式化して提示した草野（2020）も参照されたい。
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そうしたことから，近年では，改めて「制度」に着目する研究が注目を集めている。制度派経済
学・社会学・組織論に基づく，いわゆる「新制度論」の研究である。IFRS 適用に関しては，新制
度論に基づく定量的研究は国際会計研究においてはあまり行われておらず，定性的研究は全体的に
研究の総数は少ないものの，Critical Perspectives on Accounting や Accounting, Organization and
Society といった会計学術雑誌において公表されるようになってきた。しかしながら，それらの中
心的な研究は，理論研究であるか，対象国を途上国に定めた各国研究であり，先進諸国を対象とし
た研究はほとんど行われていない。

以上のような研究の現状を踏まえて，本稿は，1990 年代後半以降展開された各国・地域におけ
る IFRS 導入５)，とりわけ先進諸国における IFRS 適用に関わる定性的研究を対象として，会計の
多様性を分析する分類研究および新制度論（新制度派社会学）に基づいて IFRS 適用を説明する国
際会計研究をサーベイすることを通じて，国（政府）や企業の IFRS 適用の動機および IFRS 適用
への圧力を説明する理論を整理し，現状までの到達点と残された課題を明らかにする。

本稿の構成は以下のとおりである。続く第2節では伝統的な国際会計研究を継承した形で行われ
てきた会計の多様性を分析した分類研究を，先進諸国の会計に焦点を当てて整理する。続く第3節
では，21 世紀に入り一定数見られるようになってきた新制度論に基づいて IFRS 適用を説明する
国際会計研究を取り上げて検討する。おわりにでは，残された課題を示す。

Ⅱ 会計の多様性を分析する分類研究

本節では，1960 年代半ばより広く行われてきた伝統的な分類研究を継承し，1990 年代半ば以降
広く活発に行われた会計の多様性を分析する分類研究，とりわけ先進諸国を対象としたアングロ・
アメリカン型（あるいはアングロ・サクソン型）と大陸ヨーロッパ型の分類研究を取り上げ，先行
研究において何が明らかにされてきたのかを検討する。

国際会計研究が開始された 1960 年代後半から各国・地域の規制主体や企業による IFRS 適用の
普及が始まる 2000 年前後頃まで，各国・地域の会計制度，会計実務，会計環境の分類研究が広く
行われてきた。それらの研究の成果は，d’Arcy（2001）, Nobes and Stadler（2013）, 真田（2020）な
どにおいてレビューされている。そこでは，会計や会計環境に従って分類されたクラスターがいく
つか示され，多くの場合，そのクラスターに対してラベリングがなされてきた。これらの先行研究
においては，会計の多様性が前提とされている，もしくは結果として示されている６)。

そのような研究のなかで，とりわけ主要先進諸国に焦点を当てた議論が，アングロ・アメリカン

5) 本稿では，受容側の IFRS 適用を，先行研究に従い国レベルと企業レベル（あるいはマクロ・レベルとミクロ
レベル）に区分して論じるが，政府や企業など，適用主体となる明確なアクターが認識されている場合には

「IFRS 適用」という用語を，様々なアクターを含めた国・地域の全体的議論として IFRS の受容を論じる場合に
は「IFRS 導入」という用語を用いている。

6) 本稿では，紙幅の関係上取り上げることができないが，会計の多様性を取り扱う研究として，他に，調整表
（reconciliation）の研究（Pope 1993; Harris and Muller 1999; Haller et al. 2009），会計基準への準拠度の相違に関
する研究（Street and Gray 2002; Tsalavoutas et al. 2020; Tarca 2020），Hofstede（1991）の研究に基づいた会計
的価値という概念を通じて文化的相違を探求する研究（Doupnik and Salter 1993, 1994; Gray 1988; Doupnik and
Richter 2004）などがある。
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型と大陸ヨーロッパ型の2大分類のもとに展開されてきた７)。これらの2つのモデルは，1990 年
代半ばに EC/EU において IAS の適用を認めるかどうかといった議論のなかでの政治的対立軸と
して用いられてきたものである（Hoarau 1995; Flower 1997; Alexander and Archer 2000; d’Arcy
2001; Hellmann et al. 2013）８)。その契機となったのが，1993 年の Damiler-Benz の NYSE 上場に伴
うドイツ会計へのアングロ・アメリカン型会計の適用であり，とりわけドイツにおいてドイツ型対
アングロ・アメリカン型の2分類に沿った激しい議論が展開されるようになった（Schlösser 1994;
Wiedeking 2006; 潮﨑 2001）。例えば，Flower（1997）は，IASC 審議会メンバーの分析を通じて，
IASC がアングロ・アメリカン諸国の会計ヘゲモニー（覇権）のようなものが存在することを指摘
するとともに，アングロ・アメリカン諸国および EU（大陸ヨーロッパ）諸国という2つのグルー
プと IASC との政治的関係の方向性について次のように述べている。

「大まかに見れば，国際的なレベルで財務報告を支配する国々のグループは2つある。EU 指
令を通じて支配する EU のグループと選択装置としての IASC を持つアングロ・アメリカン諸
国のグループである。欧州委員会は，財務報告を管理するルールを決定する権力を壮大に再編
しようとしている。それは，IASC をアングロ・アメリカン諸国との長年の同盟から切り離
し，欧州の側に持ち込もうとする試みである。過去のように，EU に対して IASC とアング
ロ・アメリカン諸国が統一戦線を張るのではなく，将来的には，IASC と EU が共にアング
ロ・アメリカン諸国に対抗するといったように，全く異なる状況となるかもしれない」

（Flower 1997, 290-293）。

また，Alexander and Archer（2000）は，独仏の論文をいくつか引用したうえで，「少なくとも
大陸ヨーロッパにおいては，アングロ・サクソン会計の原則，伝統，または概念が国際会計の領域
において影響力のある現実のひとつであるという信念がある」（pp. 543-544）ことを示した。この
ような議論のなかで，Nobes（2003）は，英国と米国の会計は概念的にも異なっており，アング
ロ・サクソン型会計とは「神話」（myth）であると主張し，d’Arcy（2001）はその検証のためにア
ングロ・アメリカン型と大陸ヨーロッパ型という会計モデルの分類が妥当であるかどうか，15ヶ国
の財務会計のルールに従ってクラスター分析および多次元尺度法により各国を分類することによっ
て分析を行った。それによれば，英国は米国・カナダ・IASC とは別のクラスターに属しており，
アングロ・アメリカのクラスターは確認されなかった。

これらの研究から，英国と米国の会計が同じモデルに属するかどうかについては議論があるとこ
ろであるが，アングロ・アメリカン型会計と大陸ヨーロッパ型会計の2つのモデルが異なっている
ことについては合意が得られている状況にあるといえる。これは会計の環境要因であると示されて
きた法制度の2分類（コモンローと成文法）と一致していることから，学術的合意の得られやすい
ものであった。さらに，1990 年代後半から 2000 年代初頭にかけて，英国，オーストラリア，カナ

7) 1980 年代には，外貨換算会計について，IASC の会計基準設定においてアングロ・アメリカン諸国とドイツ・
フランスの見解が対立したことが示されている（Street and Shaughnessy 1998, 137）

8) EC/EU 会計制度への IAS 導入の議論の嚆矢となったのが，1995 年の EC 委員会の “Accounting Harmonisa-
tion: A New Strategy vis-a-vis International Harmonisation” である。詳しくは，徳賀（2000）を参照されたい。
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ダ，米国という英語圏4ヶ国の会計基準設定主体を中心とした G4（Group of 4）に IASC が加わっ
た「G4＋1」が世界の会計基準に影響を与えることを目的として会計に関わる公表物を相次いで公
表したことから（後にニュージーランドが参加），2分類される先進諸国間の分断がさらに明確に
なった（G4＋1 については，Street and Shaughnessy 1998; Bresford 2000; Street 2006 を参照）９)。

それでは，具体的に，アングロ・アメリカン型会計と大陸ヨーロッパ型会計との間にどのような
相違が認識されてきたのであろうか。会計制度の分類を行った先行研究は，「経済システムあるい
は政治システムといった会計に対する外部要因を中心にして会計システムを分類しようとするアプ
ローチ」を外部要因による分類（extrinsic classification），「会計システムを構成する内部要因を直
接測定することによって分類を試みようとする」アプローチを内部要因による分類（intrinsic clas-
sification）に区分している（Nobes and Parker 2020; 真田 2020）。アングロ・アメリカン型と大陸
ヨーロッパ型（とりわけドイツ）の2分類の議論の中でも，外部要因については，法制度，税制
度，企業金融などの会計環境要因が，内部要因については会計の機能や特定の会計実務が，示され
てきた（Glaum/Mandler 1996; Glaum 2000; 徳賀 2000; Nobes 2003）。つまり，会計の多様性の現状
分析が重点的に行われてきたのである。表1には，Nobes（2003）において示されたアングロ・サ
クソン諸国といくつかの大陸ヨーロッパ諸国の会計実務の相違，表2には Glaum（2000）示され
たドイツ会計と米国会計の相違，表3には Glaum（2000）で示されたドイツ会計と米国会計の決
定要因（会計環境）間の伝統的な相違を示している。

表1 特定の会計実務

アングロ・サクソン諸国 いくつかの大陸ヨーロッパ諸国

工事進行基準
耐用年数にわたる減価償却
法定準備金がない
ファイナンス・リースの資産化
キャッシュ・フロー計算書
秘密積立金はない
税に起因する引当金はない
創業費の費用化
未決済の外貨建貨幣性項目に関わる利得の計上

工事完成基準
税法による減価償却
法定準備金
リースの資産化は稀
キャッシュ・フロー報告書は稀
秘密積立金
税に起因する引当金
創業費の資産化
未決済の外貨建貨幣性項目に関わる利得の繰延

出所：Nobes（2003）p. 100.

9) G4＋1 は，1990 年代後半から 2000 年代初頭にかけて，企業結合（1998 年），ジョイント・ベンチャー（1999
年），業績報告（1999 年），リース（2000 年），株式報酬（2000 年）などに関する報告書を公表した（Street
2006, 112; 澤邉 2005，110-114）。
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表2 ドイツ会計と米国会計の相違

ドイツ 米国

支配的な会計原則 慎重性の原則／基準性の原則 目的適合性／信頼性

会計政策 選択権が多く，比較的範囲が広い 選択権が少なく，比較的範囲が狭い

所有者持分 低い 高い

利益 変動が少ない
低い

より変動的である
高い

開示要件 限定的 広範囲

出所：Glaum（2000）, p. 26, Table 1.

表3 ドイツ会計と米国会計の決定要因間の伝統的な相違

ドイツ 米国

資本市場の機構 銀行支配
個人投資家の重要性が低い

資本市場支配
個人投資家の重要性が高い

法制度
基準設定主体
税の役割
企業の支配的な見方

成文法
議会
財務会計と税務会計が緊密に結びついている
ステークホルダー・アプローチ

判例法
私的組織の代表（FASB）
財務会計と税務会計は分離している
株主アプローチ

出所：Glaum（2000）, p. 27, Table 2.

会計の多様性を取り扱った以上のような研究は，Albert（1991）や Hall and Saskice（2001）に
よって展開された比較経済制度の理論的枠組み10)とも親和性をもつようである。Albert（1991）に
よるネオ・アメリカ型対ライン型や，Hall and Saskice（2001）による自由市場経済（liberal mar-
ket economies: LME）対調整型市場経済（coordinated market economies: CME）の研究は，会計
学の領域においても理論的基盤とされることがある。例えば，Perry and Nölke（2006）は，金融
セクターの興隆が公正価値会計へのシフトを生み，それを通じて3つの政治経済学的パースペク
ティブ（金融対生産，資本主義の多様性，資本価格アプローチ）から見た社会の構成要素において
誰が勝者と敗者となったかを示した（表4）。そのほか，Albert（1991）に基づいて2つの資本主
義経済モデルを利益の計算様式や性格と関連させて相違について論じた研究（與三野 2011; 平賀
2013）や，Hall and Saskice（2001）に基づいて IFRS 適用という外的ショックによって2つの資本
主義経済が受ける制度変化を会計と結びつけて論じた研究（中野 2020）もある。

表4 公正価値会計に関する変化によって影響を受ける社会の階層のカテゴリー

パースペクティブ 勝者 敗者

会計の主流 ステークホルダー，社会の大部分 経営者

金融業と製造業 金融業部門 製造業部門，特に企業経営者

資本主義の多様性 アングロ・サクソン型 ライン型

資本価格アプローチ 知識経済（知識資本） 産業資本
賃金労働

出所：Perry and Nölke（2006）, p. 575.

10) 資本主義の変容に関する近年の議論については，Stiglitz（2019）等を参照されたい。
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また，会計と法制度の関係性について会計と会計環境とを一体的に捉える見方がある。古くは
Salter and Doupnik（1992）が，会計の分類研究において，コモンローとローマ・ゲルマンという
2つの法制度の分類が会計制度のクラスターの重要な説明要因となっていることを示した。近年で
は，新制度派経済学に基づき，会計と会計環境の両者が相互に影響を与え合って，相手に適合する
ように変化していく現象を共進化（co-evolution）として捉え，会計の制度変化を分析する研究が
ある（徳賀 2019; Tokuga and Sanada 2019）。さらに，会計制度と市場が共進化することを示した
研究（澤邉 2005）や，会計と金融制度が共進化することを示した研究（Zimmermann et al. 2013）
もある。

このように，会計をどのように捉えるか，会計と会計環境（とりわけ法制度，市場，金融制度）
の関係性をどのように捉えるか，会計や会計環境の構造をどのように捉えるかについての論者の見
解は多様である。

以上，第2節で検討した通り，伝統的な国際会計研究では，会計の多様性の存在が前提とされて
おり，1990 年代半ばに EU における IAS 導入の議論が沸き起こると，政治的な見地から，アング
ロ・アメリカン型会計と大陸ヨーロッパ型会計の相違に注目が集まり，その対立点が強調されるよ
うになった。会計の多様性を静的に捉えてきたこれまでの国際会計研究は，IFRS 適用が進展した
ことから，会計の変化を動的に捉える研究や比較経済制度・新制度派経済学に基づく研究へと展開
したといえる。

Ⅲ IFRS適用を新制度論に基づいて説明する研究

新制度派社会学11)に基づき，「ある母集団のなかにある1つの組織を，同じ組み合わせの環境諸
条件のもとにある他の組織に類似させる抑圧的プロセス」（DiMaggio and Powel 1983, 149）と定義
される「同型化（isomorphism）」の概念を用いて，マクロ・レベルでの組織と理解される国やミ
クロ・レベルでの組織である企業の行動が収斂していく過程を説明する国際会計研究が，2005 年
の EU の IFRS 導入に前後して行われるようになった（Touron 2005; Touron and Daly 2020;
Rodrigues and Craig 2007; Guerreiro et al. 2015, 2020; De Luca and Prather-Kinsey 2018; 澤邉 1998;
與三野 2012; 平賀 2010, 2013, 2014; 真田 2016; 徳賀 2019）。それまでの定性的な国際会計研究では，
特定の理論に基づいて現象を説明する方法はほとんど採用されてこなかった（例えばドイツの例と
しては Eierle 2009; Haller and Eierle 2014; Hoffmann and Zülch 2014）。

新制度論に基づく国際会計研究では，DiMaggio and Powel（1983）が捉えた制度的同型化によ
る変化が生じる3つのメカニズム，すなわち強制的同型化（coercive isomorphism），模倣的同型
化（mimetic isomorphism），規範的同型化（normative isomorphism）を用いて，IFRS 適用によ
り各国・地域の会計が同質化していく制度変化のプロセスが論じられる。ここにおいて，強制的同

11) 制度論には，経済学をベースとしたものと社会学をベースとしたものがある。経済学をベースとした制度論
は，ゲーム理論を基礎としており，各プレイヤーは独立しており，互いの意思を読み合いながら，合理的に意思
決定をするという前提に立つ。社会学をベースとした制度論は，人は必ずしも合理的に意思決定するとは限らな
い，つまりヒューリスティックに（経験に基づく直感・その場の瞬間的な判断で意思決定するとし，経済合理性
よりも社会的正統性によって行動する）という前提に立つ（入山 2019，518-519 頁）。
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型化とは政治的影響や正統性の問題から生じる同型化であり，ある組織が政府による強制，法的環
境，他の組織への依存などから公式・非公式な圧力を受けることから生じる同型化である。模倣的
同型化とは，不確実性への対応のために真似ることから生じる同型化であり，ある組織が他の類似
した組織を模倣しようという圧力がかかることにより生じる同型化である。規範的同型化とは，主
に職業的専門化（professionalization）に関わる同型化であり，高等教育機関や職業教育機関にお
いて規範が正統化され，組織を超えて急速に浸透するような専門家のネットワークが成長・発展す
ることにより生じる同型化である（以上，DiMaggio and Powel 1983, 149-153）。これらの3つの同
型化のプロセスは，組織が社会の中で正統性を獲得するプロセスと捉えることができる（真田
2016，14 頁）。ここにおいて，正統性とは「規範，価値，信念，および定義に関する社会的に構築
されたシステムのなかで，ある組織の活動が望ましい，正しい，または適切であるとする一般化さ
れた認識または前提」（Suchman 1995, 574）であり，正統化とは「正統性が社会的に構築されるプ
ロセス」（Bitektine 2011, 152）である。

新制度論に基づく IFRS 適用研究は，その多くの研究が定性的研究であり，Critical Perspectives
on Accounting や Accounting, Organization and Society などの会計学術雑誌を中心に一定数行われ
ているが，理論研究および各国研究が中心であり，定量的研究はほとんど行われていない。さら
に，本節で取り上げる各国研究は，主に IFRS の適用プロセスを対象とする IFRS 適用の「事前」
を対象とした研究であることから，EU において IFRS が適用された 2005 年以後 10 年程度はいく
つか行われたが，近年ではほとんどない。また，新制度論に基づく国際会計研究は，主に新興国を
研究対象として国別に行われてきた一方で（Irvine 2008; 平賀 2010, 2013, 2014），先進諸国の IFRS
適用を同型化理論によって説明する研究はほとんどない（De Luca and Prather-Kinsey 2018）。

そこで以下では，ドイツにおける IFRS 適用を対象として同型化理論によって説明した希少な研
究である Heidehues and Patel（2012）を取り上げて検討する12)。新制度論に基づく IFRS 適用研究
では主に，なぜ規制主体や企業といった組織が（自国の会計基準に代えて，あるいは自国の会計基
準に加えて）IFRS を導入するという選択を行うのか，IFRS 適用を牽引する圧力は何かという
IFRS 適用に至る事前のプロセスを説明する。Heidhues and Patel（2012）は，DiMaggio and Po-
well（1983）の同型化の概念に依拠して，新制度論的観点からドイツ会計の IFRS 適用を（1）強
制的同型化，（2）模倣的同型化，（3）規範的同型化というパースペクティブから次のように説明
した（pp. 60-70）13)。

1 強制的同型化
前述のとおり，強制的同型化とは，ある組織が，政府による強制，法的環境，他の組織への依存

12) 本稿では取り上げることができなかったが，Zimmermann and Werner（2013）は，経済的主体の行動を強制
的，模倣的，規範的とラベル付けし，制度的学習の3つの方法を示した DiMaggio and Powell（1983）を用い
て，これらが会計規制にどのように影響を及ぼすかを，カナダ，フランス，ドイツ，日本，英国，米国といった
先進諸国を対象として分析している。そこでは，グローバル化された世界における報告の受容を強制的同型化，
変化とコンバージェンスのドライバーとなる危機を模倣的同型化，会計規制のコンバージェンスにおける国際
ネットワークの役割を規範的同型化として説明される。

13) ドイツ（あるいはスイスを含むドイツ型諸国）は，IFRS 適用に伴う影響に関する定量的研究において分析対
象国として最も頻繁に取り上げられており，サンプル企業を構成する比率も高い（潮﨑 2020）。
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などから公式・非公式な圧力を受けることから生じる同型化である。
Heidhues and Patel（2012）はまず，ドイツにおける IFRS 適用を，国際資本市場からの圧力，

政治的圧力，国際社会におけるドイツの正統性の確保という点から強制的同型化として説明する。
EC/EU は，2002 年，会社法指令を通じて会計基準を国際的に調和化する会計戦略から，IAS 適

用規則を施行する会計戦略へと転換した。会社法の調和化において加盟各国間で行われた妥協，国
際資本市場で認められる会計基準設定の失敗，SEC との相互承認の失敗といった出来事を受けて，
1995 年 EC/EU はその「面子を保つ」ために，US-GAAP を導入する代わりに IAS を導入する決
定をしたのである。IAS を適用すれば，アングロ・サクソン型会計を受け容れることになるが，多
元主義的に正統性があるというイメージを与えることもできる。

さらに，IFRS 適用に賛成する動きは，欧州の調和化に向けた動きよりも，グローバル金融市場
の覇権をもつ米国の強制的な権威的圧力によって大きな影響を受けてきた。つまり，米国の経済的
支配と英米の資本市場の重要性からの非公式な圧力により IAS 適用の政治的決定が行われたので
ある。1993 年の Daimler-Benz の NYSE 上場を契機として，ドイツをはじめとする大陸ヨーロッ
パ諸国の会計基準の資本市場におけるレピュテーションが喪失し，大企業は国際資本市場へのアク
セスを求めて US-GAAP や IAS を自発的に適用するようになった。IAS は SEC の承認を得ること
なしに信頼を得るのが難しかったうえに，EU は SEC に政治的に影響を及ぼすことができなかっ
たのである。

欧州統合におけるドイツの支配的役割と，自由貿易の容易化や資本移動の自由という目的により
欧州会計の調和化を行ってきたドイツの規制主体の継続的な努力は，一般大衆やドイツ企業によっ
て正統化されるとみられた。ドイツの利害を代表すること，欧州の会計基準の国際的認識に関する
交渉の失敗から，ドイツ政府の側では，国内的にも国際的にも正統性を維持するために，IASC を
支持し，IASC と協調する政治戦略をとったと考えられる。欧州委員会の IASC の諮問グループへ
の参加，IFRS の投資家指向の財務報告へのシフトもこれを後押しした。つまり，ドイツの規制主
体が，会計の国際化に向けた動きを支持し発展させる（最終的には IFRS 導入を決定する）ことに
よって，国際社会における政治的な正統性を確保しようとしてきたことにより，強制的同型化が生
じたと説明する。

さらに，伝統的なドイツの規範と IFRS のもとでの規範が異なることに対する配慮や IFRS が技
術的に優れているかどうかの議論よりもむしろ，IFRS 適用を推し進める方がドイツの規制主体の
正統性を喪失しないとの判断から，IFRS 適用を進める政治的圧力が存在したことが強調される。

2 模倣的同型化
前述のとおり，模倣的同型化とは，ある組織が他の類似した組織を模倣しようという圧力がかか

ることにより生じる同型化である。それは，不確実性への対応のために真似ることから生じる同型
化でもある。

Heidhues and Patel（2012）は，国際基準が強調されるようになったことから模倣的同型化が生
じたのであり，このことを IFRS が技術的優位性を有しているために模倣されたと解釈されるべき
ではないと主張する。その背景には，大陸ヨーロッパ諸国において支配的な会計基準に準拠して作
成された財務報告書が，市場指向や投資家指向が欠けているために，国際的な投資家にとってより
情報価値が低く，目的適合的でないとみなされたという不確実性が存在する。また，資本市場のさ
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らなる国際化と，投資家の要求を満たす連結財務諸表の作成経験不足からの不確実性も存在した。
これらの不確実性により国際基準の必要性が強調されるようになり，産業界からの圧力も相まって
1990 年代半ば以降のドイツにおける任意適用企業の増加と 1998 年におけるドイツ商法典改正，そ
れに続く欧州企業による任意適用企業の増加と EC/EU の IAS/IFRS 適用の政策決定（1995, 2002
年）というプロセスを経るのである。

さらに，Heidhues and Patel（2012）は，EU の 2002 年における IAS 適用規則を契機として，
IFRS の個別財務諸表や中小企業に対する潜在的適用拡大に関する議論やドイツにおける IFRS の
正統性に関する論議が巻き起こった点について言及している。IFRS は投資家指向であり，他の財
務報告書利用者に対する情報提供としては十分ではないといった議論である。さらに，IFRS 適用
は，財務報告書の利用者が同質的な情報関心を持っている点を無視している。一方で，IASB は有
用な情報提供によって債権者の利害を保護すると主張しているが，ドイツの会計モデルは，制度化
された債権者保護に焦点を絞っている。これらの相対する見方は，ドイツにおける IFRS 適用，
IFRS for SMEs の潜在的な適用に関して議論されてきた。さらに IFRS は，非上場企業に関する要
件や期待を満たしてはいない。

3 規範的同型化
前述のとおり，規範的同型化とは，高等教育機関や職業教育機関において規範が正統化され，組

織を超えて急速に浸透するような専門家のネットワークが成長・発展することにより生じる同型化
である。

Heidhues and Patel（2012）は，ドイツにおける IFRS 適用は規範的圧力の存在のみによっては
説明できないと言う。それは，アングロ・アメリカン型会計の思考を反映した IASB の技術的知識
と専門性が，ドイツのステークホルダーの規範的支持を得られなかったためである（ここにおいて
は，DiMaggio and Powell（1983）の言う「専門家」として，ドイツのステークホルダーが想定さ
れている）。具体的には，IASB の採る公正価値アプローチ，“probable”，“reasonable”，“virtually
certain”，“reliably” といった不確実な表現などを通じて行使される幅のある裁量権，民間の会計基
準設定主体としての IASB の役割が，国際的なコンバージェンスのプロセスの基礎となる価値や規
範という点について，ドイツの会計思想とは一致しなかった。ドイツの会計思想には，正規の簿記
の諸原則（Grundsätze ordnungsmäßger Buchführung: GoB）および慎重性の原則があり，ドイツ
の会計人はこれらの原則に基づいて専門的判断を行ってきた伝統があるのである。さらに，個別財
務諸表や中小企業にまで潜在的な IFRS 適用の議論が拡張されると，ドイツのステークホルダーの
期待と IASB の進める諸原則とのギャップにより議論が加速した。確かに，国際基準の開発によっ
て国際的なコンバージェンスを進展させるという緊急性については合意があり，その規範的圧力は
間違いなくドイツ政府の IFRS 適用の決定に貢献した。そして，成文法国であるドイツにおいて，
民間の会計基準設定主体である IASB の基準を規範とするという特殊な IFRS 適用がなされたけれ
ども，これは誰が技術的専門性，グローバルな権威，グローバルな会計基準の基礎となる原則を構
成すべきかに関する規範的なコンセンサスを得た結果ではなかった。また，規範的圧力により，
IFRS と共通の目的が共有されたが，その目的を達成するための共通の方法については合意されな
かった。

以上の同型化の分析から，Heidhues and Patel（2012）は，ドイツにおける IFRS 適用がドイツ
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の伝統的価値や期待との規範的な結びつきというよりはむしろ，国際的な経済や政治による圧力の
結果なのであると結論づけている。つまり，ドイツにおける IFRS 適用については，規範的同型化
よりも強制的同型化および模倣的同型化により進められてきたとの結論を導出したのである。

そこで以下では，ドイツの事例の検討を踏まえて，IFRS 適用に対する新制度論的説明に関する
議論を展開する。Heidhues and Patel（2012）の主張によれば，新制度論的説明を通じて国に固有
の文脈的要因の影響や国際的発展を批判的に評価することによって，ドイツ会計の発展の変わりゆ
く焦点に，より深い，ホーリスティックな洞察を与えることができるという（p. 44）。しかしなが
ら，次のような点には留意が必要であろう。

まず，IFRS 適用というイベントまでの事前の分析に焦点が絞られ，事後の分析や事前事後の分
析にはつながっていない。同型化理論では，ある組織に同型化を促す強制的，模倣的，規範的圧力
に着目するために，主に変化したもの（同型化したもの）の分析に焦点が絞られることになり，変
化しなかったもの（同型化しなかったもの）の分析が十分に行われない可能性がある。

次に，登場するアクターが比較的多く，アクター間のネットワーク構造が比較的複雑であるが，
その検討が行われていない。実際に，Heidhues and Patel（2012）では，EC/EU というリージョ
ナル・レベルでのアクターとして欧州委員会や EU 企業が，ドイツの国レベルでのアクターとして
ドイツ政府（規制主体），ドイツ会計基準委員会（DRSC），産業界，ドイツ企業，ステークホル
ダーなどが登場する。このように，先進諸国を対象とする場合，途上国に比べて分析の対象となる
アクターが増えるうえに，とりわけ EU 諸国の場合にはリージョナル・レベルでのアクターをも考
察の対象に含めて，重層的な説明を行わなければならない（途上国における IFRS 適用に同型化理
論が用いられるのは，リージョナル・レベルでの検討が不要で，登場するアクターが比較的少な
く，説明がシンプルになるためかもしれない）。しかしながら，この点については，定量的なネッ
トワーク分析で補完可能であろう（Zimmermann et al. 2013; 小形 2012）。

さらに，新制度派社会学の同型化理論は，そもそも，組織の行動に関わる説明理論であり，国家
全体を組織と見なし，その行動を説明するのは非常に困難である14)。ここにおいて，政府と国家の
区分は不明瞭である。

Ⅳ おわりに―残された課題―

本稿では，先進諸国における IFRS 適用に関わる定性的研究を対象として，会計の多様性を分析
する分類研究および新制度論（新制度派社会学）に基づいて IFRS 適用を説明した国際会計領域の
先行研究をサーベイした。本稿のひとつの貢献は，IFRS 適用に関する伝統的な国際会計研究と新
たな国際会計研究を研究の連続性・継続性を重視して整理した点にある。いまひとつの貢献は，新
制度論に基づいた IFRS 適用に関する国際会計研究の抱える問題点を指摘した点にある。

さらに残された課題および将来の研究としては，次のような点がある。
本稿では，新制度論に基づいてドイツにおける IFRS 適用を説明する希少な研究である Heid-

14) DiMaggio and Powell（1983）は，模倣的同型化の事例として 19 世紀末の日本政府の西洋化政策を挙げてい
る。そこでは組織としての「1単位」として政府が想定されてはいるが，国全体の問題としては捉えられていな
いようである。
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hues and Patel（2012）を取り上げた。当該論文は，ドイツ一国を対象とした研究であるため，他
国（とりわけ，同じ大陸ヨーロッパ型に属するフランス）の事例の検討（Touron 2005; Touron
and Daly 2020）や複数国の比較（Zimmermann et al. 2013），新制度論に基づいた IFRS 適用に関
する国際会計研究についての理論の整理（Rodrigues and Craig 2007; Guerreiro et al. 2015, 2020; De
Luca and Prather-Kinsey 2018）を通じて，新制度論（新制度派社会学）に基づく国際会計研究全
体を整理する必要がある。さらには，新制度派経済学を含めた新制度論に基づく国際会計研究の総
合的・包括的検討も必要となろう。

また，同型化理論での説明が弱かったドイツにおける規範的同型化についてのさらなる分析とし
て，会計士の判断に関する文化的問題を取り上げている先行研究についても，より深く検討する意
義があるであろう（この問題に関連する先行研究については，潮﨑 2020c，87-88 頁を参照）。この
問題は，価値観の相違，異なる価値観の受容，およびその浸透の問題である。アクターを広く国家
として，IFRS 導入を危機における転機であると捉えるならば，Granovetter（2017），Diamond

（2019），内田（2018）といった他分野の研究を検討することからも新たな知見が得られるはずであ
る。

自国の環境とは異質な環境で発展してきた自国の会計基準とは異質な外生的会計基準を，自らの
基準と同様に等しく運用し，機能させようとするならば，それを支える価値観，考え方，期待など
をも受容することが不可欠であろう。同型化理論では十分に説明されなかった IFRS を導入する際
に生じるコンフリクトについて，国レベルでの翻訳的適応や無機能化（徳賀 2000），企業レベルで
の IFRS 適用回避行動や逸脱行動（Hitz et al. 2020; 潮﨑 2019），IFRS 適用のコスト・ベネフィッ
ト（Gross and Königsgruber 2012）などとともに整理する必要もある。国際会計研究には，さらな
る新展開が求められている。

【謝辞】 報告・執筆にあたって有益なコメントをくださった先生方に心より御礼申し上げたい。本研究は，JSPS
科学研究 17K04056 の助成を受けたものである。
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